
自立訓練  状況  

0 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上  

のために必要な訓練を行うもの。  

・自立訓練（機能訓練）   

身体障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所又は当該身体障害者の居宅において   

行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の   

必要な支援  

一 自立訓練（生活訓練）   

知的障害者又は精神障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所又は当該知的障害者   

若しくは精神障害者の居宅において行う入浴、排泄及び食事等に関する自立した日東生活を行うため   

に必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援  

機能訓練   生活訓練   宿泊型自立訓練   

事業所数   182   67888 10   

利用者数（人）   2，431   7，474   86   

事業費（千円）   173，717   824，478   8，911   

※平成20年6月 国保連データ速報値より  
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皇室訓練牒雛闘咽艶卓農  

【利用者】   

0地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者   

Ⅰ‾‾…‾【…‾‾■■■＝－一一－……－－…＝－－－－－－－－一一－…－t…－…－－－－－－－－…－－－－－－…－－－…－－－……－－－－－一一＝＝－－一一…－……－－－－－一…－＝＝－－■＝…＿…愴…＿＿…‥    1  ‾1   
1   

1   

1   

】  
t  

暮   
】   
l   

】  
t   

l   

l  

t   

l  

①入所施設滴院を退所・退院した看であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテ】ションの  

継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者  

②特別支援学校等を卒業した看であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持個復などの支援が必要な  
者 等  

1  

l ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾一一－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‖＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‥＿＿＿●∴  

【サービス内容等】  【人員配置】  

○理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや、日常生活  

上の相談支援等を実施。  

○適所による訓練を原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、  

訪問による訓練を組み合わせ。  

○利用者ごとに、標準期間（18ケ月）内で利用期間を設定。  

0 サービス管理責任者  

0 生活支援貞 等   

→ 6：1以上   

【報酬単価】  

○ 通所による訓練668単位（定員40人以下）  

○ 訪問による訓練187単位  
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∃立削 生活劇  
【利用者】  

0地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者  
＿－＿＿＿＿叩＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿－－一－－－－－－－－－－－一一－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－■●■■－－－■－■－－■■－■■‾‾－‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾叫‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

i①入所施設・病院を退所・退院した看であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上  
重などの支援が必要な者  
I  

l ：②特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営  
む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等  
■－－■－－■■－．－■－一一－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－一一一－－－－－－－－－－一一－－－－－一一－－－－－－一－－－一－－－－■■一●－－  

【サービス内容等】  【人員配置】  

○ 食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、   
日常生活上の相談支援等を実施。  ○ サービス管理責任者  

【適所による自立訓練（生活訓練）】  

○ 生活支援員 6：1以上 等  

【訪問による自立訓練（生活訓練）】  

○訪問支援員1以上  

【宿泊型自立訓練を実施する場合】  

○ 生活支援員10：1以上  
○ 地域移行支援員1以上  
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0 日中、一般就労や外部サービスを利用している者に対して、  
宿泊を通じて食事や家事等の日常生活能力を向上するための  

支援や、日常生活上の相談支援等を実施。【宿泊型自立訓練】  

○ 串Ij用者ごとに、標準期間（24ケ月、長期入所者の場合は36ケ   
月）内で利用期間を設定。  

－ つき））  
■■－■■－－－－－－－－－－－－－－－一一岬－－一－－－－－－－－－－－－一一一－－■■－－  

（主な加算等（1日I  
一・－ －－－－－－・－ 一一－●■■■－一  

ヽ■  【報酬単価】  

；′・短期滞在加算：115単位（宿直体制）又は180単位（夜勤体制）  

；・措粕障旨者退院支援満願加算（緯過措酎：  

：115単位（宿直体制）又は180単位（夜勤体制）  

甲殻等に  

！■榛準利用期間超過減算湛本草佐敷の95％等  

；→事業者単位の平均利用期間が標準利用期間を昏ケ月以上  

ミ  超克る場合   
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精神障害者地域移行支援特別対策事業（平成20年度新規）（17億円）   



福祉の支援が必要な刑務所出所者 の現埋  

平成20年9月9日  

法  務  

働 省  厚 生 労  

○親族等の受入先がない満期釈放者は約7，200人。うち高齢者又は障害を抱え自立が困難な者   
は約1，000人。（平成18年法務省特別調査）  

065歳以上の満期釈放者の5年以内刑務所再入所率は70％前後と、64歳以下の年齢層（60％   
前後）に比べて高い（法務省特別調査）。しかも、65歳以上の再犯者のうち約4分の3が2年以内に再   
犯に及んでいる（平成19年版犯罪白書）。  

○調査対象受刑者27，024人のうち知的障害者又は知的障害が疑われる者が410名、療育手   
帳所持者は26名。知的障害者又は知的障害が疑われる者のうち犯罪の動機が「困窮・生活苦」   
であった者は36．8％（平成18年法務省特別調査）  

へとつなぐための仕組  刑務所出所後、円滑に福祉サービス（障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など）  
みがないことから、皐蜘量  

福祉サービス、住居の設定、就労の確保ができな  
いまま出所  
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高齢者又は障害を抱え自立が困難な者の地域生活定着支援について  

平成20年9月9日  

法  務  省  

厚 生 労 働 省  

1 刑務所入所中から、福祉の支援が必要な者の選定とニーズの把握、福祉サービス等申請手練の   
援助などを行うため、刑務所に社会福祉士の配置を促進する。（約2．0億円を概算要求（法務 省））  

2 出所後直ちに福祉サービス（障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など）につなげるための   
準備を、各都道府県の保護観察所と協働して進めるため、地域 生帯定着支援セン鯛都   

道府県の圏域ごとに1か所、設置する。（約6．1億円を概算要求（厚生労働省と）   

地域生活定着支援センター（仮称）は、保護観察所と連携して、①出所後に必要な福祉サービス等   
のニーズ把握、帰任予定地の地域生活定着支援センター（仮称）との連絡等の事前調整を行う、刑   
事施設所在地において果たす役割と、②出所予定者の福祉サービス利用の受入先調整を行う、帰   
任予定地における役割の2つの役割を併せ持つことになる。  

3 保護観察所に調整担当の保護観察官を配置し、福祉的な支援を必要とする刑務所入所者の円滑   
な福祉への移行及び再犯の防止を目的として、刑務所、地域生活定着支援センター（仮称）及び福   
祉等実施機関との連携・連絡調整を実施する。（麹珊 ）  

4 直ちに福祉による支援を受けることが困難な者について、更生保護施設での受入を促進し、同施   
設に福祉スタッフを配置して、福祉への移行準備を行うとともに社会生活に適応するための指導・訓   

練を実施する。（約8，8億円を概算要求（法務省）＋）  
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地域生活定着支援センター（仮称）について  

平成21年度概算要求  
厚生労働省  

麹旦 

＼＼二幸二＿  

＜実施主体＞  

○ 社会福祉法人  

O NPO法人  

○ 社会福祉協議会  

○ 都道府県・市町村  など   

保護観察所と連携）  

A県保護観察所   
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